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第３章 ビジョンの基本方針 

すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指して、国、市町村、交

通事業者、地域住民等と連携しながら、多様な輸送資源を活用し、地域の実情に応じた、持

続可能で利便性の高い地域公共交通体系の構築を進めるとともに、県民の公共交通利用を促

進し、地域公共交通ネットワークの活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 県の役割及び各主体との連携イメージ 
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図３－２ 地域公共交通の将来像 

 
 

※ このページで将来像として示している内容は「第４章 施策の方向性」の「目指すべき姿」として記載しています。 
  

パークアンドライド 

予約型乗合タクシー 

運転者の確保 
コミュニティバス 
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将来にわたって、 
通勤、通学、買い物、通院、レジャーなどの 
目的に応じた交通手段が利用できる 
環境を目指します。 
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図３－３ 岡山県地域公共交通ビジョンの体系 
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